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復 興 対策 委員 会(2011.7.20)承 認

東日本大震災被災受験生を対象とする入学時特待生制度

1.名 称 ・目的

名称:被 災者入 学時特待生

目的:東 日本大震災で甚大な被災をした受験生 に大学で学ぶ機会 を拡大 し、特 に優

秀な被災受験 生が本学を受験 ・入学するζ とを促進す る。

2.対 象 となる被災受験生

すで に決めている受験料免除措置に該当す る受 験生。

3.支 援の内容

基本的考え方:入 学時特待生制度の考え方 を準用 するが、給付奨学金の額 を通常の入

学時特待 生(授 業料の半額相当)よ り多 くし、授業料全額相当 とする。

↓

本学 の一般入試前期 日程で、「入学時特待 生」 に相 当する成績 を収めた者は、1年 次

学納金の うち授業料全額分の奨学金を給付す る。また、2年 次以降は、成績が 「優等 生」

に相当す る場合は、授業料全額分の奨学金給付を継続す る。

被災学生へ の経 済支援 の概要

※ 表中の数字は給付 ・免除額(単 位は万円)
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　注 「被 災 」 の 「免 除 該 当」 は 、被 災 が 受 験 料 免 除 に 該 当す る こ と を示 す 。

72万 円 は 授 業 料 全 額相 当 、36万 円 は 授 業 料 半 額 相 当 を示す 。

18-72万 円 は 、 授 業料 全 額(72万 円)、 半 額(36万 円)、114(18万 円)の いず れ か を示 す。

8-40万 円 は 、40万 円、30万 円、25万 円、15万 円 、8万 円の い ず れ か を示 す 。

(36)、(72)は 優 等 生相 当 の成 績 で 、 【36】は 特 待 生 で 支 給 され る 奨 学 金 額 を 示 す 。

4.定 員 と選考

定員:各 学部学科 に入学時特待生の定員 と同 じ定員(合 計24名)を この制度のため

の定員 と して設 ける。

選考:成 績順 に定員数 を候補者として選考 し、 定員を超 える候補者選考、補充選考は

行わな い。(→ 通常の入学時特待生 と異な る。)

5.授 業料減免措置、震災緊急給付奨学金 との関係

(1)授 業料減免措置 とは併給可

(2)緊 急給付 奨学金 とは併給不可

6.実 施年度

平成24年 度 のみの実施 とする。それ以降については、被災者 に限定 しない新 しい入

学時特待生制度の設計の中で考える。

(以 上)


